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平成 30 年３月 

長崎県 西海市 
 

「さいかい、さいこう、歩もう共に」 



 

  



 

は じ め に 

 

 

 

 

 

平成 17 年度に西海市が誕生して、まもなく 13 年目を迎えます。 

この間、国においては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が平

成 28 年４月に施行され、長崎県では第３次長崎県男女共同参画基本計画～ながさき“輝き”プラン２０

２０～が策定される等、男女共同参画社会に関し様々な施策を展開しております。 

 

西海市におきましても、平成 20 年３月に「西海市男女共同参画基本計画（第１次）を策定し、男女共

同参画社会の実現に向けた施策を推進してきましたが、このたび基本計画の見直し時期を迎え、社会情

勢の変化等に対応した「第２次西海市男女共同参画基本計画」を策定しました。 

この第２次西海市男女共同参画基本計画は、平成 29 年３月に策定した「第２次西海市総合計画」との

整合性を図った計画となっています。 

 

また、第２次西海市総合計画で示している、西海市の将来像である「活躍のまち さいかい」を実現

するためには、男女が隔たりなく、お互いに知恵を出し合い、力を合わせることが必要です。 

行政としましても、これまで以上に男女の平等意識を高めるための施策推進及び市民の皆様が活躍で

きるまちづくり政策に取り組んでいく所存です。 

 

結びに、本計画策定にあたりご尽力いただきました西海市男女共同参画推進審議会の皆様をはじめ、

アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様、ご意見やご要望をお寄せいただきました多くの皆

様に対して、心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

 平成 30 年３月 

 

西 海 市 長   杉澤 泰彦 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と目的 

男女共同参画社会とは、男女が個人として尊重され、性別に関わりなく自己の能力を自らの

意思に基づいて発揮でき、あらゆる分野に対等な立場で参画し、ともに責任を負う社会です。 

こうした社会を形成するには、男女が共に将来に夢を持ち、互いに人権を尊重しつつ、あら

ゆる分野に共に参画して、喜びも責任も分かち合うことが重要です。 

我が国においては、平成 11 年に男女平等の実現に向けた取組をより進めるとともに、少子

高齢化や経済情勢の変化に対応するため、男女が性別に関係なく個性と能力を十分に発揮でき

る社会を実現することを目的とし、「男女共同参画社会基本法」が施行されました。 

また、平成 13年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（Ｄ

Ｖ防止法）は、平成 26 年に一部が改正されるとともに、女性が職業生活において、その希望

に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的とした、「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が平成 28年４月より全面的に施行され

ました。 

西海市においては、平成 20 年 3 月に、「西海市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同

参画社会の実現に向けた施策を展開してきました。 

本計画は、「西海市男女共同参画基本計画」が平成29年度をもって計画期間満了となること、

また、女性活躍推進法施行等の社会情勢の変化等に的確に対応するため、「西海市男女共同参画

基本計画」の見直しを行い、新たな「第 2 次西海市男女共同参画基本計画」を策定するもので

す。 

 

 

２ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 30 年度から平成 39年度までの 10 年間とします。 

なお、社会情勢の変化や計画の進捗状況等に応じて、この期間内であっても随時必要な見直

しを行うこととします。 

 

 

  

平成29年度 平成30年度 平成31年度 ・・・・・・ 平成38年度 平成39年度 平成40年度～

次期計画期間

市民意識調査
達成状況評価
計画策定作業

本計画の策定 市民意識調査
達成状況評価
計画策定作業

第３次計画の策定

計画期間（本計画の施策の推進）
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３ 計画の位置付け 

（１）この計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に規定される「市町村男女共同参画

計画」であり、西海市の男女共同参画の推進に関する施策を、総合的かつ計画的に実施する

ための基本指針となるものです。 

 

（２）この計画の「基本目標Ⅳ 仕事と家庭の両立ができる環境づくり」は、「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第６条第２項に規定する「女性活躍推

進計画」に位置付けます。 

 

（３）この計画の「基本目標Ⅴ 配偶者等に対する暴力のない社会づくり」は、「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（配偶者暴力防止法）」第２条の３第３項に規定す

る「市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

基本的な計画（ＤＶ基本計画）」に位置付けます。 

 

 

４ 計画の性格 

（１）この計画は、平成 2９年３月に策定された「第２次西海市総合計画」と整合性を図りなが

ら、男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進するための具体的な取組の方向性を示すも

のです。 

 

（２）本計画の策定にあたっては、市民にわかりやすくするため、できる限り数値目標を掲げる

こととし、その評価を市の施策に適切に反映するものとします。 

 

 

５ 計画策定体制 

（１）西海市男女共同参画推進審議会 

西海市男女共同参画推進審議会を開催し、西海市の男女共同参画社会の実現に向けて協議を

行い、審議会における提言を十分に計画に反映しました。 

 

（２）西海市男女共同参画推進会議（庁内組織） 

西海市男女共同参画推進会議を開催し、西海市の男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の意識統一を図り、計画策定に関する調整を行い

ました。 
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（３）市民アンケート調査の実施 

市民との協働の視点から、「男女共同参画に関する市民アンケート調査」を実施し、市民の

意識や実態調査の現状把握と、施策や目標値設定の基礎資料としました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

西海市では、市政に関する基本的な事項を定める計画などの素案に対し、市民が意見を提出

できるようにすることで協働によるまちづくりの実現を図るため、パブリックコメント制度を

導入しています。 

本素案をパブリックコメントの手続きにより公表し、平成 30年２月１６日から平成 30 年

３月２日まで意見の募集を実施しました。 
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第２章 西海市の現状 

１ 人口の推移 

本市の人口は、減少傾向で推移しており、平成 27 年は 28,038 人となっています。年齢３

区分別人口を見ると、すべての区分において減少傾向で推移していますが、老年人口割合（高

齢化率）は上昇が続いており、平成 27 年の高齢化率は 35.0％となっています。 

 

 

 

 

 

※国勢調査（各年）  

7,185 6,335 5,449 4,633 3,710 3,193 

23,046 
21,417 

20,297 
19,036 

17,501 
15,040 

7,378 
8,574 

9,541 
10,011 

9,965 
9,805 

37,609 
36,326 35,287 

33,680 
31,176 

28,038 

0
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20,000
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35,000

40,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27

3区分別人口の推移

年少人口 生産年齢人口 老年人口

17.4% 15.4% 13.8% 11.9% 11.4%

59.0% 57.5% 56.5% 56.1%
53.6%

23.6%
27.0%

29.7%
32.0%

35.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H7 H12 H17 H22 H27

3区分別人口の割合

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合
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２ 世帯の推移 

世帯の状況は、平成 12年が 12,300 世帯であったのに対し、平成 27年では 11,455 世帯

となっており、緩やかな減少傾向で推移しています。 

一方、１世帯あたりの人員については、平成 12年の 2.80 人から平成 27 年の 2.41 人と減

少傾向で推移しており、緩やかに核家族化が進行しています。 

 

 

 

※国勢調査（各年） 

 

３ 産業の状況 

本市の産業構造を見ると、第１次産業と第２次産業の就業者の割合が、国、県と比較して高

い割合となっています。特に、農業従事者及び製造業従事者の割合が高くなっています。 

 

 

※国勢調査（平成 27 年） 

  

12,300 12,086 11,807 11,455 

2.80 2.70 2.54 2.41 

0.00
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2,000

4,000

6,000

8,000
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14,000
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世帯数と一世帯あたりの人員数の推移
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7.4 

3.8 

29.8 

19.5 

23.6 

52.7 

69.9 

67.2 

0.6 

3.1 

5.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

西海市

長崎県

全国

各産業の従事者の割合

第1次産業 第2次産業 第3次産業 その他
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●各産業の従事者数 

 

※国勢調査（平成 27 年） 

 

 

  

長崎県 全国

人数（人） 割合（％） 割合（％） 割合（％）

2,353 16.9 7.4 3.8

農業 1,910 13.7 5.6 3.4

林業 32 0.2 0.1 0.1

漁業 411 2.9 1.7 0.3

4,157 29.8 19.5 23.6

鉱業 5 0.0 0.0 0.0

建設業 1,487 10.7 8.3 7.4

製造業 2,665 19.1 11.2 16.2

7,340 52.7 69.9 67.2

電気・ガス・熱供給・水道業 105 0.8 0.5 0.5

情報通信業 51 0.4 1.0 2.9

運輸業，郵便業 558 4.0 4.2 5.2

卸売業，小売業 1,351 9.7 15.0 15.3

金融業，保険業 111 0.8 2.3 2.4

不動産業，物品賃貸業 41 0.3 1.3 2.0

学術研究，専門・技術サービス業 150 1.1 2.6 3.3

宿泊業，飲食サービス業 669 4.8 5.9 5.5

生活関連サービス業，娯楽業 448 3.2 3.5 3.5

教育，学習支援業 372 2.7 4.7 4.5

医療，福祉 1,940 13.9 16.7 11.9

複合サービス事業 241 1.7 1.2 0.8

サービス業（他に分類されないもの） 830 6.0 5.4 6.0

公務（他に分類されるものを除く） 473 3.4 5.7 3.4

分類不能の産業 84 0.6 3.1 5.4

13,934 100.0 100.0 100.0

第3次産業

第2次産業

第1次産業

合計

西海市
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４ 女性の就労状況 

平成 27 年度国勢調査による西海市の女性の就労状況では、30～34 歳を底とした「Ｍ字カ

ーブ」がとても浅い状況にあり、結婚から出産、子育ての時期でも就労している女性が多いこ

とが推測されます。 

女性で最も就労率の高い 50～54 歳と比較すると、その差は 6.4％となっています。 

 

 

※国勢調査（平成 27 年） 
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５ アンケート調査結果から見る現状 

西海市における男女共同参画に関する意識と実態を把握し、今後の男女共同参画社会の実現

に向けた施策の基礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

◆実施内容 

調査の実施方法 郵送による配布・回収 

調査期間 平成 29 年 9月 

調査対象 西海市在住の 20 歳～69 歳の市民 

回収結果 

調査対象者数 3,000 人 

有効回答数 1,001 人 

有効回答率 33.3％ 

 

◆調査項目 

１ 男女平等について 

２ 家庭生活・地域活動ついて 

３ 就労及びワーク・ライフ・バランスについて 

４ 人権（セクハラ・DV）について 

５ 女性の活躍推進・男女共同参画社会づくりについて 

 

◆調査結果について 

・端数処理の関係上、構成比（％）の計が 100％とならないことがあります。 

・構成比（％）は小数第 2 位以下を四捨五入したものです。 

・複数回答の設問は、すべての構成比（％）を合計すると 100％を超える場合があります。 
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（１）回答者の性別 

「男性」が 42.1％、「女性」が 56.6％と「女性」の方が高くなっています。 

 

 

 

（２）固定的性別役割分担意識について 

「男は仕事、女は家庭」という考え方、いわゆる固定的性別役割分担意識に対しては、『反

対派』が、『賛成派』を上回っています。男女別では、女性の方が『反対派』の割合が高く

なっています。また、県との比較では、本市が『反対派』の割合が高くなっています。今

後も継続して、性別役割分担意識の更なる解消に取り組んでいくことが重要だと考えられ

ます。 

 

※反対派は、「どちらかといえば反対」と「反対」の割合の合計。 

※賛成派は、「どちらかといえば賛成」と「賛成」の割合の合計。 

 

 

（３）男女共同参画に関連する言葉の認知度 

男女共同参画に関連する用語の認知度では、ほとんどの用語に関して前回調査より認知度

が上昇してはいるものの、「ジェンダー※１」や「ワーク・ライフ・バランス※２」、「２０２０

３０※３」といった言葉に関しては、男女ともにまだまだ認知度は低いと言わざるを得ない

状況です。今後も継続して、専門用語を含めた男女共同参画に関連する制度などに関する

更なる広報・啓発が必要だと考えられます。  

性別

男性 女性 無回答

42.1% 56.6% 1.3%

3.8

4.3

3.5

7.1

8.8

29.2

32.3

26.8

38.8

31.7

32.6

28.7

35.3

26.0

34.8

20.9

20.7

21.3

14.3

19.5

12.2

12.6

12.0

10.9

5.1

1.4

1.4

1.1

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

国

賛成 どちらかと言えば賛成 どちらかと言えば反対 反対 わからない 無回答

※１ ジェンダー：社会通念や慣習の中で作り上げられた「男性像」、「女性像」といった、社会的・文化的に形成された性別のこと 

※２ ワーク・ライフ・バランス：仕事と私生活を調和させ、そのどちらも充実させることで、お互いをより良くしていこうという考え方や、そのための取組のこと 

※３ ２０２０３０：社会のあらゆる分野において、２０２０年までに指導的地位に占める女性の割合を少なくとも３０％程度にするという政府目標のこと 
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男女共同参画社会 

 

ジェンダー 

 

ワーク・ライフ・バランス 

 

 

「２０２０３０」（にいまる・にいまる・さんまる） 

  

23.4

26.8

21.2

27.0

24.0

49.0

47.7

49.7

42.8

49.2

24.6

22.1

26.5

17.9

21.9

3.1

3.3

2.6

12.3

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

内容まで知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

14.6

12.1

16.2

7.8

11.7

23.0

24.5

22.0

26.3

19.4

59.1

60.8

58.2

51.2

62.9

3.3

2.6

3.5

14.7

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

内容まで知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

14.3

14.3

14.3

12.9

31.2

31.4

31.6

27.2

50.6

50.8

50.3

53.7

3.9

3.6

3.9

6.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

内容まで知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

11.3

12.4

10.6

11.2

83.4

81.0

85.4

81.4

3.2

3.8

2.5

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

内容まで知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答
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（４）男女平等に関する意識について 

男女平等に関する意識では、「男性優遇」と「どちらかといえば男性優遇」とした回答の

合計が、「家庭生活」「職場」「学校教育」「慣習・しきたり」といった項目で前回調査より

減少していることから、男女共同参画に関する取り組みの成果が表れている部分も見られ

ると思われますが、「法律や制度上」「政治・方針決定の場」では、「男性優遇」と「どちら

かといえば男性優遇」とした回答の合計が若干増加していることから、更なる取組の推進

が必要だと考えられます。また、男女別では、多くの項目において、「平等」と回答してい

る割合が男性の方が高くなっており、さまざまな場面における「平等」感については、男

女に差があることがうかがえます。 

 

家庭生活 

 

 

職場 

 

 

  

8.9

4.5

12.2

9.5

10.3

7.8

43.7

38.7

47.6

42.9

44.6

35.7

29.6

36.1

24.5

25.7

27.9

47.4

5.4

7.4

3.9

5.0

5.6

5.9

8.3

10.2

7.1

4.6

6.0

3.5

2.4

4.1

11.0

4.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答

9.4

5.7

12.2

11.4

13.1

15.1

36.6

36.1

37.0

41.4

43.1

41.5

31.6

37.3

27.5

17.9

21.1

29.7

5.5

6.4

4.6

4.2

3.9

4.1

11.2

9.0

12.9

8.2

9.4

9.0

4.3

4.0

4.2

15.8

8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答
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学校教育 

 

 

地域活動 

 

 

政治や行政の政策・方針決定の場 

  

6.7

5.2

7.9

12.5

7.9

13.5

63.6

65.3

63.1

50.7

66.7

66.4

21.1

20.9

20.6

15.2

13.7

14.4

4.9

4.5

4.9

18.2

8.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答

4.7

2.6

6.2

3.2

6.8

28.9

26.4

30.9

30.7

26.7

38.7

45.4

33.7

38.4

47.2

7.8

9.5

6.5

6.9

10.5

14.2

10.5

17.1

12.6

7.5

5.0

4.3

5.3

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答

12.9

9.0

16.0

14.4

23.5

27.1

45.5

38.7

50.6

35.1

46.0

46.3

19.9

31.1

11.3

20.0

13.0

18.9

15.4

14.7

16.0

12.2

9.8

5.4

4.7

4.8

4.4

16.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答
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法律や制度上 

 

 

社会通念、習慣・しきたり 

 

 

社会全体 

 

 

  

5.7

2.9

7.9

8.3

11.2

10.6

31.5

23.5

37.4

26.1

30.7

34.7

34.1

46.8

24.9

29.7

34.7

40.8

5.2

7.1

3.7

4.1

3.8

5.0

17.8

14.3

20.3

13.7

12.4

8.3

4.8

4.3

4.9

17.1

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答

13.2

8.6

16.8

17.9

17.8

17.6

53.3

51.1

55.4

48.3

52.3

52.8

15.2

21.9

10.1

9.2

14.0

21.8

11.8

11.2

12.3

7.5

7.3

4.6

4.2

4.3

3.9

14.4

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答

8.6

3.8

12.3

11.3

11.4

9.7

56.1

51.5

59.8

52.5

58.7

64.5

16.3

25.4

9.5

12.2

14.2

21.1

4.1

5.2

3.2

4.2

10.5

9.7

10.9

7.2

8.3

4.1

3.6

4.2

12.2

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 分からない 無回答
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（５）女性が仕事を持つことについて 

「女性が仕事を持つこと」については、「子どもができたら出産や子育てに専念するため

いったん退職し、子育てが落ち着いた後、再び職業を持つ方がよい」とした回答が最も多

くなっており、女性の継続した就労を可能にするようなシステムや、職場の雰囲気を含め

た就労環境の見直しなどを中心に、具体的な取り組みを進めていくことが必要だと考えら

れます。 

 

 

（６）DV の被害を受けた後について 

ＤＶ※３については、「別れられなかった」と「別れたいとは思わなかった」が合計して６

割程度となっており、誰にも打ち明けずに被害が表面化していないケースも多く存在する

ことが推察されます。また、「ＤＶやセクシュアル・ハラスメント※４をなくすために必要な

こと」では、「罰則を強化すること」や「相談所や保護施設の整備」、「意識啓発の充実」等

が多くなっていることから、ＤＶ防止の啓発と相談窓口のＰＲとともに、各窓口の緊密な

連携による情報提供・収集を通して支援に結び付ける取り組みが必要だと考えられます。 

 

3.3

2.3

2.9

1.8

6.3

3.5

4.7

2.5

1.9

3.0

5.1

3.9

8.4

48.7

50.4

47.4

45

51.2

26.3

31.9

28.7

34.6

28.7

26.4

54.2

5.3

5.0

5.6

4.7

3.1

5.7

7.8

4.1

6.2

4.1

3.5

3.3

3.2

2.7

6.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

前回調査

県

国

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

子どもができたら出産や子育てに専念するためいったん退職し、子育てが落ち着いた後、再び職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい

その他

わからない

無回答

33.1

16.2

38.5

27.9

29.7

29.7

28.1

32.4

31.4

43.2

28.9

31.1

5.7

10.8

4.4

8.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

相手と別れた 別れたかったが別れられなかった 別れたいとは思わなかった 無回答

※３ ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力のこと。精神的暴力、性的暴力、経済的暴力もこれに含まれる。 

※４ セクシュアル・ハラスメント：身体への不必要な接触や性的関係の強要、衆目にさらされる場所へのわいせつな写真の掲示などの性的いやがらせのこと 



第２章 西海市の現状 

15 

 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントをなくすために必要なこと 

 

 

 

（７）男女共同参画社会を進めるための最重要課題 

男女共同参画社会を進めるための最重要課題については、「偏見・固定的な社会通念、慣

習・しきたりの改善」の回答が最も高くなっていることから、ここでも広報・啓発の充実

が望まれています。また、前回調査と比較して「女性の就業、社会参加を支援する施設や

サービスの充実」の割合が若干増加していることから、子育てや介護を支援するサービス

の充実や男性の家事参加をはじめとしたワーク・ライフ・バランスの推進が求められてい

ます。 

 

 

51.1

52.5

49.9

50.7

21.6

19.0

23.5

24.3

32.4

35.2

30.5

33.3

44.3

40.1

47.4

48.2

32.2

31.6

32.5

39.5

10.5

11.4

9.7

16.6

16.8

9.5

22.2

23.7

8.0

8.6

7.2

4.4

0％ 50％ 100％ 150％ 200％ 250％

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

加害者への罰則を強化する

加害者の更正を促すカウンセリングなどの加害者対策を強化する

暴力を許さない社会づくりに向けた意識啓発を充実する

被害者のための相談所や保護施設を整備する

あらゆる差別や暴力を許さないよう、人権を尊重する教育を学校・地域・職場・家庭で充実する

テレビ・新聞・雑誌などのメディアが、性・暴力表現について倫理規定を強化する

過激な内容の雑誌、ビデオ・ＤＶＤ、ゲームソフト等の販売や貸し出しを制限する

特にない

その他

無回答

10.1

11.9

9.0

8.4

41.7

46.1

38.3

36.4

4.2

2.9

5.3

3.9

6.2

6.2

6.2

9.2

11.4

8.8

13.4

9.9

3.3

3.3

3.2

4.2

8.4

6.9

9.5

7.2

14.1

13.1

14.6

20.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（全体）

（男性）

（女性）

県

法律、制度の見直し 偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりの改善

男性の意識・能力の向上 女性の意識・能力の向上

女性の就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実 一定の割合での女性登用

その他 わからない

無回答
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第３章 計画の基本理念 

１ 基本理念 

基本理念とは、本計画を推進する上で基軸となるものであり、その実現に向けて各種施策が

展開されることが重要です。前期計画では「共に和し 男女に輝け 生き活き西海」の基本理

念のもと、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担う「男女共同参画社会」の実現を目指して施策を推進してきました。 

本計画では、ドメスティック・バイオレンスや様々なハラスメントの問題、女性の活躍の推

進といった近年の社会情勢の変化を踏まえつつ、男女がお互いの能力や個性を認め合い、相乗

効果的に共に力を発揮できる社会を目指し、新たに「さいかい、さいこう、歩もう共に」を基

本理念とし、さらなる施策の展開を図ります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

基本理念の実現に向けて、五つの基本目標を設定し、施策の推進を図ります。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

 

基本目標Ⅱ 男女がいきいきと暮らせる社会づくり 

 

基本目標Ⅲ 男女共同参画による豊かで活力ある地域づくり 

 

基本目標Ⅳ 仕事と家庭の両立ができる環境づくり 

 

基本目標Ⅴ 配偶者等に対する暴力のない社会づくり 

  

 基本理念 

「さいかい、さいこう、歩もう共に」 
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３ 施策の体系 

 

（１）わかりやすい広報・啓発活動の推進

（２）各種団体との連携による啓発の推進

（３）市行政における男女共同参画の推進

（１）学校における男女平等の理念に関する教育の推進

（２）生涯学習における男女共同参画の推進

（１）健康づくりの支援

（２）時代に相応した子育て支援

（３）母子保健サービスの拡充

（４）高齢者の自立生活支援のための環境整備

（１）母子家庭及び父子家庭への支援

（１）様々なハラスメントによる被害の防止

（１）男女が協力しあえる家事・育児・介護等の環境整備

（２）地域活動における男女共同参画の推進

（３）自主的な市民活動への支援

（１）市の施策・方針決定過程への女性参画の拡大

（２）事業所・各種団体等への推進支援

（１）仕事と家庭が両立できるための環境整備

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発

（１）事業所等に対する啓発活動の推進

（２）農林水産業及び商工業等自営業における女性の自立支援

（３）女性の起業支援

（１）ＤＶ防止に向けた意識啓発

（１）ＤＶ被害者支援に関する相談体制の整備

（１）ＤＶ被害者の安全確保のための支援

（２）ＤＶ被害者の自立に向けた支援

（１）関係機関、団体等との連携の推進

３　DVによる被害者の保護と自立支援

４　関係機関の連携・協力

１　女性の活躍推進と男性の意識改革

２　ワーク・ライフ・バランスの推進

３　働く場における男女共同参画の推進

基本目標Ⅴ　配偶者等に対する暴力のない社会づくり

１　DVを許さない意識づくりの推進

２　安心して相談できる体制の整備と被害者支援の充実

２　生活に困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境づくり

３　ハラスメントの防止

基本目標Ⅲ　男女共同参画による豊かで活力ある地域づくり

１　家庭や地域における男女共同参画の推進

２　政策・方針決定過程への男女共同参画の推進

基本目標Ⅳ　仕事と家庭の両立ができる環境づくり

基本理念　「さいかい、さいこう、歩もう共に」

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

１　男女平等の意識啓発

２　男女共同参画に関する教育・学習の推進

基本目標Ⅱ　男女がいきいきと暮らせる社会づくり

１　心と身体の健康づくりの推進



第４章 具体的な施策の推進 

 

第４章 具体的な施策の推進 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり 

男女共同参画社会を実現するには、男女がお互いの人権を尊重し、価値観やライフスタイル

を理解し合い、それぞれの個性や能力を十分に発揮できることが必要となります。 

男女の個人としての尊厳を重んじ、男女がそれぞれ一人の人間として能力を発揮できる社

会・西海市の実現をめざし、男女共同参画について理解を深めるための啓発活動を行います。

また、男女共同参画社会の実現に向け、教育環境の整備及び学校教育・社会教育を通じて、男

女共同参画の意識づくりを進めていきます。 

 

【成果目標】 

指標 
現状値 

平成 29 年度 
目標値 

平成 39 年度 

家庭生活において男女が平等であると感じている市民の割合 29.6% 40.0％ 

「男女共同参画」の内容を知っている市民の割合 23.4% 40.0％ 

男女共同参画に関する講演会、研修会、出前講座などの開催 0回 2回 

学校教育の場において男女が平等であると感じている市民の割合 63.6％ 80.0％ 

※現状値、目標値は、それぞれ平成 29 年度、平成 39年度の実績です 

 

１ 男女平等の意識啓発 

市民の意識や行動、社会制度・慣行等の中には、性別による偏りや男女の役割に対する固定

的な考え方が現在でも根強く見られます。 

男女間の不平等は人権の問題でもありますが、現実には性別による役割分担意識があること

から、社会の様々な場面で、女性が男性に比べ、不利な状況にあることが社会的に認識されて

いる状況です。 

 

【具体的施策】 

（１）わかりやすい広報・啓発活動の推進 

男女共同参画に関する意識啓発を進めるため、関係法令の周知、広報紙・インターネット

等様々な媒体を通じて情報提供を行うとともに、多様な機会をとらえて啓発活動を行います。 
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施策の内容 担当課 

広報紙やホームページの利用による正確でわかりやすい広報・啓発活動 市民課 

「男女共同参画週間」や「人権週間」等を活用した啓発活動の実施 市民課 

「男女共同参画基本法」や「男女雇用機会均法」といった、関係法令の

わかりやすい周知 

市民課 

あらゆる機会を通した各種講座での啓発 市民課 

男性の家庭や地域活動への積極的な参加を促す啓発活動 市民課 

女性のあらゆる分野への積極的な参画を促し、意識を高めるための啓発

活動 

市民課 

 

 

（２）各種団体との連携による啓発の推進 

県及び各種団体との連携による啓発、男性・女性それぞれの立場での研修会等を開催する

など、あらゆる分野に誰もが参画することのできる基礎づくりとして、現状把握と情報の提

供に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

県・企業・女性団体・NPO などとの連携、協働による啓発 
市民課 

商工観光物産課 

男女共同参画社会実現に関する講演会や体験型の研修会等の開催 市民課 

 

 

（３）市行政における男女共同参画の推進 

市政運営にあたり、常に人権尊重の視点から各種事業を展開する必要があります。市では

各種調査や計画内容の点検や職員意識の向上等を図り、あらゆる市政運営において人権尊重

を徹底します。 

また、積極的に女性の意見を取り入れた取組みを推進し、女性の活躍の場の創出に努めま

す。 

 

施策の内容 担当課 

市実施の各種調査企画・結果の表し方等への 男女共同参画の視点に配慮した内

容点検 

市民課 

女性の参画状況についての調査、及びその情報提供 市民課 

職員研修等を通じた人権尊重の意識醸成 市民課 

市が刊行する広報紙、資料及びウェブサイト等の表記の点検・見直し 政策企画課 

女性の起業を支援することを目的とした基金の創設 市民課 
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２ 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

教育の場においては、これからの社会を担う子ども達が、社会の中で自分らしく生きていく

ために、個人の個性や能力を尊重する人権教育や男女平等教育が必要です。また、社会教育に

おいては、男女が生涯を通じて個人の尊厳と男女平等の意識を高めるとともに、家庭生活の大

切さを認識できるような学習の機会が必要です。 

 

【具体的施策】 

（１）学校における男女平等の理念に関する教育の推進 

これからの社会を担う子どもたちに対して、個人の個性や能力を尊重する人権教育や男女

平等教育を推進します。また、保育・教育関係者へ男女の人権を取り扱った研修会等を実施

し、教職員の資質向上に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

「人権尊重」「男女平等」「男女の協力の重要性」「家庭生活の大切さ」など

についての指導の充実 

学校教育課 

学習指導要領に基づき、男女の協力と家庭を築くことへの重要性の認識の教育 学校教育課 

子どもの発達段階に応じた適切な教材の選定 学校教育課 

教職員を対象とした、男女共同参画の正確な理解と浸透を図るための研修会の

開催 

学校教育課 

進学や就職に関する幅広い情報の提供 学校教育課 

児童生徒一人ひとりが自らの生き方を考え、主体的に進路を選択する能力・態

度を身につける指導 

学校教育課 

 

（２）生涯学習における男女共同参画の推進 

男女平等を含めた人権尊重の意識が高まるよう、公民館等主催事業や人権講座などを開催

し、学習機会の提供に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

生涯学習情報の提供及び生涯学習環境の充実 社会教育課 

出前講座の活用による男女共同参画講座の充実 市民課 

県男女共同参画推進員・アドバイザーによる地域での座談会等の開催 市民課 

県男女共同参画推進員・アドバイザー・審議会委員等のネットワーク化 市民課 

地域活動に参加することの重要性の啓発・情報提供 市民課 
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基本目標Ⅱ 男女がいきいきと暮らせる社会づくり 

誰もが住み慣れた地域で安全に安心して生活するためには、犯罪に巻き込まれない、災害時

であっても安全に避難できるなど、防犯・防災体制の整備が必要です。 

また、男女が互いにそれぞれの性の特性を理解した上で、生涯にわたり健康的な生活を営むこと

ができるよう、性や健康に関する正しい知識や情報の提供を行うとともに、様々なシーンに応じた

健康支援に取り組み、心身の健康の維持増進を図ります。 

 

【成果目標】 

指標 
現状値 

平成 28 年度 
目標値 

平成 39 年度 

特定健診受診率 47.0％ 60.0％ 

乳がん検診受診率 39.7％ 50.0％ 

子宮頸がん検診受診率 30.0％ 50.0％ 

セクシャル・ハラスメントを受けたことがある市民の割合 12.7％ 0％ 

※平成 29年度の各受診率については、数値が確定していないため、現状値は 28 年度の実績としました 

※目標値は、平成 39年度の実績です                                          

※がん検診受診率の対象者は 69歳までです                                     

 

１ 心と身体の健康づくりの推進 

男女がお互いの身体的特性を十分に理解し合い、思いやりを持ち生活していく事が重要であ

り、男女それぞれに応じた健康づくりの充実が必要です。 

少子高齢化に歯止めをかけるためにも、妊娠、出産及び育児への支援はもとより、新たな出

会いを含めた結婚への支援も重要となってきます。 

また、増加傾向にある高齢者が経験を生かし、地域社会との関わりを持ち続け、自分らしく

充実した生活をおくれるようにするとともに、介護を支援する環境の整備を行う必要がありま

す。 

 

【具体的施策】 

（１）健康づくりの支援 

心身の健康を保持することにより、健やかに安心して暮らすことができる社会の実現をめ

ざします。 

 

施策の内容 担当課 

女性特有の健康問題等身体的問題や心の悩みも相談できる体制づくり 健康ほけん課 

健康診査・保健指導の充実 健康ほけん課 

健康的な食生活習慣の確立や適切な運動習慣の普及 健康ほけん課 

乳がん・子宮がんの検診実施と受診率の向上 健康ほけん課 
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（２）時代に相応した子育て支援 

深刻な社会問題となっている少子高齢社会に歯止めをかけるためにも、生活様式（ライフ

スタイル）の多様化に対応した、安心して子育てができる環境の整備を推進します。 

 

施策の内容 担当課 

放課後児童クラブ※５、放課後子ども教室※６の充実 
こども課 

社会教育課 

低年齢児保育、延長保育、一時保育、夜間保育、病後児保育などの多様な保育

サービス 

こども課 

認定子ども園※７の推進 こども課 

子育て講演会・家庭教育学級等の開催 
こども課 

社会教育課 

放課後子どもプラン※８の推進及び拡充 こども課 

子育て・介護の不安解消及び相談、情報交換の場の提供 
こども課 

長寿介護課 

 

（３）母子保健サービスの拡充 

妊娠や出産などに対する支援を充実させるとともに、次世代を担う子どもたちを健やかに

育てることができる環境整備に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

妊娠・出産、子育てに関わる悩み相談、指導・ 助言 こども課 

妊産婦や乳幼児の健康診査や健康指導 こども課 

不妊相談体制の充実、不妊治療の高額経費に対する経済的支援 こども課 

 

（４）高齢者の自立生活支援のための環境整備 

高齢期の男女がともに健康でいきがいをもって自立した生活ができる環境づくりに努めま

す。 

 

施策の内容 担当課 

地域の各種団体を活用した介護支援 長寿介護課 

高齢者関係団体を活用した子育て支援 
こども課 

長寿介護課 

介護支援研修会等の開催 長寿介護課 

居宅サービスの充実 長寿介護課 

 

 

  
※５ 放課後児童クラブ：保護者が労働等により昼間家庭にいない放課後の児童に対し、授業の終了後に児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供する事業のこと 

※６ 放課後子ども教室：全ての子どもを対象として、地域の方々の参画により、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施する事業のこと 

※７ 認定子ども園：幼稚園・保育所等における小学校就学前の子どもに対する保育、教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設のこと 

※８ 放課後子どもプラン：各市町村において、原則としてすべての小学校区で、放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを進め、「放課後児童クラブ」と「放課

後子ども教室」を一体的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策のこと 



第４章 具体的な施策の推進 

23 

２ 生活に困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境づくり 

本市においても、ひとり親家庭をはじめとした多様な家族形態の家庭が増加しており、経済

面での安定等が課題となっています。そのため、きめ細やかな福祉サービスを展開し、就労・

自立の支援について関係機関が連携した総合的な支援対策が必要です。ひとり親家庭で生活に

困難を抱える女性等に対して、生活の自立と安定のために、相談体制の充実や就業支援に取り

組みます。 

 

【具体的施策】 

（１）母子家庭及び父子家庭への支援 

ひとり親家庭等の支援を必要とする家庭が、安心して暮らせるよう経済的負担を軽減する

ための支援を行うとともに、相談体制の充実を図り、自立に向けた支援を行います。 

 

施策の内容 担当課 

家庭環境等に配慮したきめ細かい就業支援策など自立のための情報提供、技能

研修等の援助支援策の充実、 

こども課 

生活支援に対する相談、親同士の情報交換会等の実施 こども課 

生活困窮者自立支援法に基づく、生活困窮者の自立促進のための包括的な支援 福祉課 

 

 

３ ハラスメントの防止 

セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント※９などのハラスメント※１０は人

権を侵害する不当な行為であるという理解を広め、防止のための意識啓発を行います。また、

関係機関と連携し、ハラスメントや男女間の暴力による性被害の相談窓口の周知に努めます。 

 

【具体的施策】 

（１）様々なハラスメントによる被害の防止 

ハラスメントの防止に向けた制度の周知や啓発に取り組むとともに、ハラスメントや性暴

力に関する相談窓口の整備に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

「男女雇用機会均等法」及び同法に基づく指針の周知 市民課 

職場におけるハラスメントの個別事案に対する相談受付 
総務課 

市民課 

様々なハラスメントに対応した相談窓口の整備 市民課 

  

※９  マタニティ・ハラスメント：妊娠や出産を控えた者又は経験者に対して行われる嫌がらせのこと。略して「マタハラ」と言われている。 

※１０ ハラスメント：いろいろな場面での嫌がらせやいじめのこと。 
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基本目標Ⅲ 男女共同参画による豊かで活力ある地域づくり 

「活力ある地域づくり」の推進には、家庭生活と仕事や地域活動などが両立できる社会の実

現が必要です。家庭生活において家族の一人ひとりがお互いを尊重しあい、相互に協力しあえ

る環境づくりをめざします。 

また、男女共同参画社会の実現に向けて、市民の誰もが共通の理解と認識を深め、円滑なコ

ミュニケーションを図るため、地域活動における男女共同参画の促進など市民主体の取組に対

する支援や、市の政策や方針決定過程への参画などの取組を積極的に行い、あらゆる分野にお

ける女性リーダーの育成や登用をさらに推進し、男女が共に参画する社会づくりを進めていき

ます。 

 

 

【成果目標】 

指標 
現状値 

平成 29 年度 
目標値 

平成 39 年度 

地域活動において「男性優遇」と思う人の割合 33.6％ 25.0％ 

各種審議会・委員会等への女性登用率 22.9％ 30.0％ 

市役所の管理職における女性登用率 10.0％ 20.0％ 

※現状値、目標値は、それぞれ平成 29 年度、平成 39年度の実績です 

 

１ 家庭や地域における男女共同参画の推進 

家事・育児・介護など男女を問わず家族全員で分担することは、男女平等意識を育てるうえ

で大変重要なことです。男女ともに、家事や地域活動への積極的な参加が促進されるよう、市

民の意識改革を目的とした啓発活動や、制度の周知が必要です。 

地域活動の中においても、男女の役割に対する固定的な考え方が現在でも根強く見られ、婦

人会などによる地域活動の中で活躍する女性は多いにもかかわらず、組織の代表者など役職は

男性がほとんどを占めているのが現状です。男女共同参画社会の実現を推進するためにも、女

性の意見が広く取り入れられる地域づくりに取り組みます。 

 

【具体的施策】 

（１）男女が協力しあえる家事・育児・介護等の環境整備 

家庭内での負担が偏らないよう、雇用者・労働者の双方に対して、一人ひとりが家族の一

員であることへの認識、理解のための情報提供や意識啓発に努めます。 
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施策の内容 担当課 

仕事優先の風土組織や男性も含めた働き方の見直しの意識啓発 市民課 

男性の育児休業取得の推進 

市民課 

総務課 

商工観光物産課 

育児・介護を行う労働者に対する相談受付及び情報提供 
こども課 

長寿介護課 

企業への「介護休暇制度」「育児休業制度」の周知啓発 
市民課 

商工観光物産課 

育児のための勤務時間短縮、時間外労働の制限措置等の普及啓発 
市民課 

商工観光物産課 

仕事と子育ての両立支援に取り組む企業の表彰 
市民課 

商工観光物産課 

時間外労働の短縮、短時間勤務制度等の普及啓発及び勤務時間の柔軟な対応の

推進 

市民課 

商工観光物産課 

 

（２）地域活動における男女共同参画の推進 

一人ひとりがそれぞれの地域において能力を発揮できるような意識啓発に努め、住みやす

い地域づくりを進めます。 

 

施策の内容 担当課 

地域における慣行の見直し及び意識啓発の推進 市民課 

男女が共同で行う地域活動の支援 市民課 

自治会等での意思決定過程への女性参画拡大 市民課 

 

（３）自主的な市民活動への支援 

市民による自主的なボランティアやＮＰＯ活動団体の設立及び運営を支援するとともに、

女性関係団体のネットワーク化を促し、行政と市民協働によるまちづくりを推進します。 

 

施策の内容 担当課 

NPO 法人・ボランティア団体活動に関する情報や研修機会の提供 市民課 

地域で活動を行う NPO 法人・ボランティア団体の活動支援 市民課 

NPO 法人・ボランティア団体との協働による地域づくりの気運形成 市民課 

女性関係団体の連携支援 市民課 
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２ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

政策・方針決定過程へ男女が共に参画することができ、双方の意見が対等に反映されるよう、

女性の参画機会の拡大に向けて、女性人材の育成や意識の啓発を行うとともに、市の審議会等

委員への積極的な登用の推進を図ります。 

また、民間企業等においても方針等の決定の場に女性が参画できるよう啓発活動などを展開

します。 

 

【具体的施策】 

（１）市の施策・方針決定過程への女性参画の拡大 

市政運営において、女性が積極的に方針決定や企画立案過程に参画できるよう、環境整備

を推進します。 

 

施策の内容 担当課 

具体的な登用目標の設置 市民課 

審議会等設置時における公募委員の募集 関係各課 

推薦委員会等関係団体への協力依頼 市民課 

管理職としての能力を有する女性職員の積極的な登用 総務課 

 

 

（２）事業所・各種団体等への推進支援 

民間企業における意思決定過程への女性参画比率向上に向けた各種啓発活動を実施します。 

 

施策の内容 担当課 

県との連携によるセミナー等の開催 
市民課 

商工観光物産課 

企業・各種団体に対する女性の登用の啓発 
市民課 

商工観光物産課 
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基本目標Ⅳ 仕事と家庭の両立ができる環境づくり（西海市女性の活躍推進計画） 

男女が家族の一員として、その責任を果たしながら仕事を継続することができ、多様でかつ

柔軟な働き方を可能とし、互いの人権を尊重し対等なパートナーとして気持ち良く働くことが

できるよう、市民や事業所に対して啓発や情報提供などを通じたワーク・ライフ・バランスの

推進を図ります。 

「女性活躍推進法」がめざす女性が十分に能力を発揮し活躍できるような環境の整備を行う

ためには、社会全体で子育てを支援する環境づくり、高齢者等が安心して暮らし続けられる介

護支援策の充実を図り、育児・介護と仕事が両立できる環境づくりが重要です。 

働く場における男女の均等な機会と待遇の確保に向け、既存の固定的な性別による役割分担

意識等を解消し、自らの意識と能力に応じて、一人ひとりがいきいきと活躍できる社会の実現

をめざします。 

 

【成果目標】 

指標 
現状値 

平成 29 年度 
目標値 

平成 39 年度 

女性の事業主がいる事業所の割合 16.4％ 20.0％ 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度 45.5％ 60.0％ 

職場において、全体的に男性の方が優遇されていると感じている 

市民の割合 
28.8％ 15.0％ 

「仕事」と「家庭」を両立していると感じている市民の割合 11.2％ 30.0％ 

※現状値、目標値は、それぞれ平成 29 年度、平成 39年度の実績です 

 

１ 女性の活躍推進と男性の意識改革 

近年、働く女性は増加傾向にあるものの、一方で仕事の他に家事、子育て、介護等を多く担

っている現状があります。 

女性が十分に能力を発揮し、職場、地域、家庭等あらゆる場面で活躍できるような環境整備

に向けて、情報の提供や啓発などを推進するとともに、子育て支援の充実を図る必要がありま

す。 

「市民アンケート調査」によると、家庭内の家事などの分担においては、ほとんどの項目に

おいて「主に妻」が行っているという回答が得られました。 

女性の活躍推進のためには、子育て支援、介護サービスの充実を図るとともに、男性の家事、

育児、介護への積極的な参画が必要です。 
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【具体的施策】 

（１）仕事と家庭が両立できるための環境整備 

現代の多様な生活様式（ライフスタイル）に対応した子育て支援や介護サービス等を実施

し、仕事と家庭生活が両立できる環境づくりを支援します。 

 

施策の内容 担当課 

子育て講演会・家庭教育学級等の開催（再掲） 
こども課 

社会教育課 

介護支援研修会等の開催（再掲） 長寿介護課 

放課後子どもプランの推進及び拡充（再掲） こども課 

地域の各種団体を活用した介護支援（再掲） 長寿介護課 

高齢者関係団体を活用した子育て支援（再掲） 
こども課 

長寿介護課 

放課後児童クラブの充実（再掲） こども課 

放課後子ども教室の充実（再掲） 社会教育課 

低年齢児保育、延長保育、一時保育、夜間保育、病後児保育などの多様な保育

サービス（再掲） 

こども課 

認定子ども園の体制の充実（再掲） こども課 

居宅サービスの充実（再掲） 長寿介護課 

 

 

２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

男女を問わず、家族全員で家事・育児・介護などを分担することは、男女平等意識を育てる

うえで大変重要なことであり、ジェンダーにとらわれない考え方を浸透させていくことにつな

がります。 

今後、少子・高齢化社会が進展していく中で、子育て支援制度、介護保険サービス制度に加

えて、家庭内だけでなく地域で男女を問わず子育てや高齢者を支援していくという考え方が必

要になってきています。 

こうした問題を解決するために、ワーク・ライフ・バランスの推進が不可欠であり、市民に

対して情報提供を図るとともに、事業所等に対して、啓発や情報提供等を行っていく必要があ

ります。 
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【具体的施策】 

（１）ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発 

ワーク・ライフ・バランスの推進を行うため、市民や事業者に対する講座や研修などの啓

発を行います。 

 

施策の内容 担当課 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報の提供 
市民課 

商工観光物産課 

事業所等に対するワーク・ライフ・バランスの啓発 
市民課 

商工観光物産課 

 

 

３ 働く場における男女共同参画の推進 

雇用の場での均等な機会と待遇の確保を図るため、あらゆる分野での意識改革を進める取

組が必要です。そのためには、事業所に対して男女平等に関する取組を推進するとともに、

すべての男女に対して、性別により差別されることなく労働が正当に評価され、経済的地位

が確保されるような労働環境の整備、働きながら安心して子どもを産み育てることができる

環境の整備など、適正な労働条件の整備の促進について啓発活動が必要です。 

今後は、ハローワーク、商工会、労働基準監督署等関係機関と連携を図りながら広報・啓

発活動を充実させていく必要があります。 

 

【具体的施策】 

（１）事業所等に対する啓発活動の推進 

既存の制度・慣行の見直しといった、男女共同参画の基本理念や市の基本計画について事

業主を対象に理解を促し、事業所内における啓発活動を推進します。 

 

施策の内容 担当課 

地場企業への「ポジティブ・アクション※１１」導入の啓発 
市民課 

商工観光物産課 

「ポジティブ・アクション」の導入等優れた取り組み企業の表彰 
市民課 

商工観光物産課 

実践事例の紹介 
市民課 

商工観光物産課 

企業・各種団体に対する女性の登用の啓発 
市民課 

商工観光物産課 

 

  

※１１ ポジティブ・アクション：働く事や仕事に対する意欲の高い女性を積極的に登用し、能力を発揮してもらおうという企業の自主的な取り組みのこと 
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（２）農林水産業及び商工業等自営業における女性の自立支援 

農林水産業や商工業等の自営業に従事する女性の活躍を促せるよう、女性自身の参画意識

や能力の向上及び地域の意識改革を図ります。 

 

施策の内容 担当課 

自営業に従事する女性の役割の適正評価に向けた、経営方針過程への参画促進

啓発 

農林課 

水産課 

商工観光物産課 

関係団体（農協・漁協・商工会等）との連携による、役員等政策・方針決定過

程への参画促進 

農林課 

水産課 

商工観光物産課 

農業委員の女性の参画促進 農業委員会 

第１次産業における女性リーダーの育成促進 
農林課 

水産課 

家族経営協定※１２等の普及や経営の法人化に関する周知・啓発及び推進 農林課 

女性認定農業者※１３の拡大 農林課 

生産活動等中心的役割を果たしている女性に対しての、経営能力や技術向上の

ための研修・交流 

農林課 

水産課 

労働時間の適正化、休日の取得など労働条件の整備についての啓発指導 
農林課 

水産課 

 

 

（３）女性の起業支援 

女性の起業支援を目的とした相談体制の整備や情報発信に努め、女性が起業しやすい環境

を整備します。 

 

施策の内容 担当課 

女性の起業における相談窓口の整備 商工観光物産課 

女性の起業に関する事例の収集及び広報紙等での事例の紹介 
商工観光物産課 

市民課 

各団体等が実施する各種セミナー等の情報の発信 商工観光物産課 

農水産物の加工・直売といった、第６次産業※１４における起業への助言 
農林課 

水産課 

 

  

※１２ 家族経営協定：家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づいて取り決めるもの 

※１３ 認定農業者：農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画を市町村に提出し、市町村より認定を受けた農業経営者、農業生産法人のこと 

※１４ 第６次産業：農業や水産業などの第一次産業が、食品加工及び流通販売にも業務展開している経営形態のこと。農業経済学者の今村奈良臣が提唱した造語 
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基本目標Ⅴ 配偶者等に対する暴力のない社会づくり 

（西海市配偶者等からの暴力（DV）の防止及び被害者の保護等に関する基本計画） 
 

配偶者等からの暴力「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」は、犯罪となる行為を含む重

大な人権侵害であり、いかなる場合であっても決して許されるものではありません。ＤＶが身

近にある重大な犯罪であることを認識する中で、「暴力を許さない社会の実現」をめざし、男女

共同参画社会の実現に向けた様々な取組とともに、配偶者等からの暴力の防止及び被害者への

支援を、関係機関と連携しながら総合的に進めていきます。 

 

【成果目標】 

指標 
現状値 

平成 29 年度 
目標値 

平成 39 年度 

ＤＶ被害を受けたことがある市民の割合 17.4％ 0％ 

ＤＶ被害を受けた際に「相談した」市民の割合 56.0％ 80.0％ 

デートＤＶ※１５に関する情報発信の回数 0回 4回 

県が実施するＤＶに関連する研修会等への参加 2回 4回 

※現状値、目標値は、それぞれ平成 29 年度、平成 39年度の実績です 

 

１ DV を許さない意識づくりの推進 

ＤＶを防止していくためには、男女の人権を尊重し、“個人の尊厳を傷つける暴力は許さない”

という意識を社会全体で共有することが重要です。 

配偶者等に対して暴力を振るうことは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるとと

もに、子どもが同居する家庭において、配偶者に対する暴力や暴言など、子どもに著しい心理

的外傷を与える言動を行うことは児童虐待に当たることなど、ＤＶについての正しい理解を広

げていくために、広報・啓発に取り組んでいく必要があります。 

 

【具体的施策】 

（１）ＤＶ防止に向けた意識啓発 

DV についての理解を深め、DV を許さないという意識が市民に共有されるように、情報

提供や意識啓発等に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

性犯罪・配偶者や配偶者以外からの暴力（デート DV など）の予防と根絶に向

けての意識啓発 

こども課 

市民課 

行政区長、民生・児童委員、母子推進員等への研修、通告義務についての広報 
こども課 

市民課 

有害図書等の立ち入り調査の徹底及び保護者に向けたスマホ等のフィルタリン

グ※１６の推進 

社会教育課 

学校教育課 

  ※１５ デートＤＶ：婚姻関係にない交際相手からの暴力のこと 

※１６ フィルタリング：インターネット上のウェブページなどを、任意で設定する一定の基準で自動的に評価判別し、有害と思われるページへの接続を排除する機能のこと 
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２ 安心して相談できる体制の整備と被害者支援の充実 

ＤＶ被害者は、被害者への支援等に関する情報を入手し、それを活用することが必要ですが、

被害者が孤立し利用できる支援等に関する情報を入手する機会が制限されている場合が多く、

また、被害者自身に自ら受けている暴力が重大な人権侵害であるという認識がないケースも多

く見られます。 

被害が深刻になる前に、被害者が安心して相談できる体制を整備し、市の相談窓口をはじめ、

さまざまな相談窓口があることを知らせて、周知度を高めることが課題といえます。 

 

【具体的施策】 

（１）ＤＶ被害者支援に関する相談体制の整備 

身近な相談窓口について広く周知を行うとともに、より専門的な相談に対応できるような

体制の整備に努めます。 

 

施策の内容 担当課 

乳幼児相談・健診、家庭訪問等での相談、予防及び早期発見 

こども課 

福祉課 

長寿介護課 

市民課 

配偶者暴力防止法等関係法令及び相談窓口（家庭児童相談員、母子自立支援員）

の周知 

こども課 

付きまといや暴力被害を受けている人に対する、適切な相談機関の紹介 
こども課 

市民課 

被害者に限らず、夫婦や家庭の悩みへの相談員の設置、多様な相談に対応する

ための関係者の研修会の開催 

こども課 

市民課 

 

３ DV による被害者の保護と自立支援 

ＤＶ被害には、生命を脅かされる危険性が伴うことから、被害者を適切に保護し、安全確保

を図ることが極めて重要になります。 

被害者が安全で安心して保護を受けられるよう情報管理の徹底とともに、警察などの関係機

関との連携を強化する必要があります。 

また、被害者が自立して生活しようとする際には、就業機会の確保、住宅や生活費の確保、

子どもの就学の問題等、複数の問題を同時に抱えるとともに、さまざまな手続きが精神的な負

担となっています。 

被害者の置かれた状況を理解しながら、課題解決に関わる部署や関係機関が連携し自立支援

に努める必要があります。 
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【具体的施策】 

（１）ＤＶ被害者の安全確保のための支援 

被害者の安全確保のため、状況とニーズに応じた各種支援を実施します。 

 

施策の内容 担当課 

関係機関との連携による被虐待者の迅速かつ適切な保護 こども課 

防犯パトロールの充実（性犯罪やストーカー被害の防止等） 市民課 

 

 
（２）ＤＶ被害者の自立に向けた支援 

被害者の自立支援に向けた、状況とニーズに応じた各種支援を実施します。 

 

施策の内容 担当課 

就業支援や法的支援など必要に応じた情報の提供 こども課 

生活再建へ向けた福祉制度等についての情報の提供 こども課 

被害者及び同伴する児童への支援体制の整備 こども課 

 

 

４ 関係機関の連携・協力 

被害者支援は、一つの機関だけで対応することは困難であり、関係機関がそれぞれの役割を

果たしつつ、連携を強化していく必要があります。 

それぞれの関係機関の役割を明確にし、被害者支援の重要性についての認識を共有し、さま

ざまな形での連携協力をしていくことが必要です。 

 

【具体的施策】 

（１）関係機関、団体等との連携の推進 

県、近隣市町、警察、医療機関等と連携を図りながら、被害者に対する切れ目のない支援

を行います。 

 

施策の内容 担当課 

福祉・保健・教育・警察など関係機関からなるネットワークの整備・推進 こども課 

市関係部局・警察・法務局等の関係機関による相談、保護、自立支援等の段階

での連携 

こども課 

 



第５章 計画の推進 

 

第５章 計画の推進 

１ 男女共同参画社会実現に向けての推進 

計画を総合的、効果的に推進するために市の各部門が連携して推進と進捗状況の把握にあた

るとともに、国・県・関係機関等との情報交換等の連携強化を図ります。 

また、市民に対しては、本計画の内容の理解を求め、男女共同参画社会実現に向けて積極的

な協力を呼びかけていきます。 

 

（１）庁内の積極的な推進体制の整備 

西海市男女共同参画庁内会議を中心として、各部門の連携を図りながら、施策を推進すると

ともに、職員一人ひとりが男女共同参画に対する認識を深め、自ら推進役となることができる

よう研修や情報提供の充実を図ります。 

 

（２）市民との連携 

広く市民の意見を徴収するため、定期的に西海市男女共同参画審議会を開催し、計画の推進

を図ります。 

 

（３）男女共同参画に関する調査、情報収集 

男女共同参画の現状と問題点を把握するために調査、情報収集を行い、施策の見直し、企画

立案に努めます。 

 

（４）計画の進捗管理 

本計画に基づく施策の進捗状況を把握し、その成果等について研究するとともに、結果を公

表するなど、進捗管理を行います。 

また、西海市男女共同参画推進審議会において、ＰＤＣＡのサイクルの考え方による点検・

評価を行い、本計画の円滑な運用を図ります。 

 

【本計画におけるＰＤＣＡサイクル】 
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参考資料 

１ 男女共同参画の推進のあゆみ 

年 国際社会 国 長崎県 

昭和 20 年 
・国際連合発足 

・国際連合憲章採択 
・改正選挙法公布（婦人参政権）  

昭和 21 年 ・国連婦人の地位委員会発足 

・第 22 回総選挙で初の婦人参政

権行使 

・日本国憲法公布 

（男女平等の明文化） 

 

昭和 23 年 ・世界人権宣言採択   

昭和 42 年 ・婦人に対する差別撤廃宣言採択   

昭和 50 年 

・国際婦人年 

・国際婦人年世界会議(メキシコシ

ティ)において、世界行動計画採

択、1976 年(昭和 51 年)から

1985年(昭和60年)までを「国

連婦人の十年」と決定 

・婦人問題企画推進本部設置 

・婦人問題担当室設置 
 

昭和 51 年  
・国立婦人教育会館開館  

・民法改正（離婚復氏制度） 
・婦人問題窓口（労政課）設置 

昭和 52 年  ・国内行動計画策定  

昭和 53 年   

・長崎県婦人問題懇話会設置  

・長崎県婦人関係行政推進会議設

置 

昭和 54 年 
・国連第 34 回総会 

「女子差別撤廃条約」採択 
  

昭和 55 年 

・「国連婦人の十年」中間年世界会

議（コペンハーゲン）において、

国連婦人の十年後半期行動プロ

グラム採択 

・女子差別撤廃条約署名 

・民法・家事審判法改正 

（配偶者の相続分引き上げ） 

・いきがいを育てる長崎県の婦人

対策策定  

・婦人問題担当企画主幹設置  

・第１回市町村担当課長会議開催 

昭和 56 年 
・ILO 第 156 号条約 

（家族的責任条約）採択 
・国内行動計画後期重点目標策定  

昭和 58 年   ・長崎県婦人問題調査実施 

昭和 59 年  
・国籍法・戸籍法改正（国籍の父

母両系主義へ） 
 

昭和 60 年 

・「国連婦人の十年」世界会議 

（ナイロビ） 

－ 婦人の地位向上のためのナイロ

ビ将来戦略採択 

・男女雇用機会均等法公布 

（昭和 61 年施行） 

・女子差別撤廃条約批准  

・国民年金法改正 

（女性の年金権確立、昭和 61

年施行） 

・ラジオミニ講座「女あれこれ」

開始  

・情報紙「女性ながさき」創刊 

昭和61年  
・婦人問題企画推進有識者会議開

催 
・企画部婦人対策室設置 

昭和62年  
・西暦 2000 年に向けての新国内

行動計画策定 
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年 国際社会 国 長崎県 

平成 2 年 

・国連経済社会理事会「婦人の地位

向上のためのナイロビ将来戦略

に関する第１回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択 

 

・2001 ながさき女性プラン策定  

・婦人対策室を女性行政推進室に

改称 

平成 3 年  

・西暦 2000 年に向けての新国内

行動計画（第１次改定）策定  

・育児休業法公布（平成４年施行） 

 

平成 4 年  ・婦人問題担当大臣任命 
・審議会等の委員への女性の登用

促進要綱制定 

平成 5 年 

・国連世界人権会議「ウィーン宣言」

採択  

・国連第 48 回総会「女性に対する

暴力の撤廃に関する宣言」採択 

・パートタイム労働法公布・施行 ・育児休業生活資金創設 

平成 6 年 
・国際人口・開発会議「カイロ宣言

及び行動計画」採択 

・男女共同参画室設置  

・男女共同参画審議会設置（政令）  

・婦人問題企画推進本部を男女共

同参画推進本部に改称 

・2001 ながさき女性プラン（第

１次改定）策定  

・企画部参事監（女性行政担当）

新設 

平成 7 年 
・第 4 回世界女性会議「北京宣言

及び行動綱領」採択 

・育児休業法改正（介護休業制度

の法制化）  

・ILO156 号条約（家族的責任条

約）批准 

・企画部女性行政推進室を生活環

境部女性行政推進室に改組 

平成 8 年  

・男女共同参画 2000 年プラン策

定  

・優生保護法を改正し、母体保護

法公布・施行 

・ながさきキラキラ・ライフプラ

ン～2001 長崎県農山漁村女

性ビジョン～ 策定 

平成 9 年  

・男女共同参画審議会設置  

・男女雇用機会均等法改正 

（平成 11 年施行）  

・介護保険法公布 

（平成 12 年施行） 

・男女共同参画社会に向けての県

民意識調査実施（第１回）  

・日韓海峡沿岸女性団体交流支援

事業開始（平成 9 年～12 年） 

平成 11 年  

・男女共同参画社会基本法公布・

施行  

・食料・農業・農村基本法公布・

施行  

（女性の参画の促進を規定） 

・長崎県女性問題懇話会を長崎県

男女共同参画懇話会に改組  

・生活環境部女性行政推進室を県

民生活環境部男女共同参画室に

改組  

・ラジオミニ講座「女あれこれ」

を「With  You」に改称  

・情報紙「女性ながさき」を「男

女共同参画だより」に改称 

平成 12 年 
・国連特別総会「女性 2000 年会

議」開催（ニューヨーク） 

・男女共同参画基本計画策定  

・ストーカー規制法公布・施行 

・新世紀創造フォーラム開催  

・長崎県男女共同参画計画策定  

・長崎県男女共同参画推進本部設

置 
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年 国際社会 国 長崎県 

平成 13 年  

・男女共同参画会議設置 

・男女共同参画局設置 

・配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律公布・

施行  

・第１回男女共同参画週間 

・男女共同参画社会に向けての県

民意識調査実施（第２回） 

平成 14 年   

・長崎県男女共同参画推進条例制

定  

・長崎県男女共同参画審議会設置  

・長崎県男女共同参画推進員設置 

平成 15 年  

・次世代育成支援対策推進法公

布・施行 

・少子化社会対策基本法公布・施

行 

・長崎県男女共同参画基本計画策

定 

平成 16 年  

・配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律改正・ 

施行（元配偶者への拡大、暴力

概念の拡大等） 

 

平成 17 年 

・第 49 回国連婦人の地位委員会

(国連「北京＋10」世界閣僚級

会合)（ニューヨーク） 

・第２次男女共同参画基本計画策

定 

・長崎県男女共同参画推進センタ

ー開設  

・情報紙「男女共同参画だより」

を「男女共同参画推進センター

だより」に改称 

平成 18 年  
・男女雇用機会均等法改正 

（平成 19 年施行） 

・県民生活環境部男女共同参画室

を県民生活部男女共同参画室に

改組  

・長崎県ＤＶ対策基本計画策定  

・長崎県男女共同参画推進本部を

長崎県男女共同参画推進会議に

改組  

・男女共同参画社会に向けての県

民意識調査実施（第３回） 

平成 19 年  

・配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律改正

（平成 20 年施行）  

・仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）憲章及び仕事

と生活の調和推進のための行動

指針 

・長崎県男女共同参画基本計画（改

定版）策定 

平成 20 年  
・内閣府に仕事と生活の調和推進

室を設置 

・県民生活部男女共同参画室を県

民生活部男女参画・県民協働課

に改組  

・長崎県子育て条例公布・施行  

・男女共同参画フォーラム inなが

さき開催 

平成 21 年   

・男女共同参画社会に向けての県

民意識調査実施（第４回）  

・第２次長崎県ＤＶ対策基本計画

策定 
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年 国際社会 国 長崎県 

平成 22 年  
・第３次男女共同参画基本計画 

策定 
 

平成 23 年 

・ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントのための国連機関（略

称：UN Women）発足 

 

・第２次長崎県男女共同参画基本

計画～ながさき“輝き”プラン

～ 策定 

平成 24 年   

・県民生活部男女参画・県民協働

課を県民生活部男女共同参画室

に改組  

・長崎県男女共同参画推進センタ

ーに男性相談窓口を開設  

・第３次長崎県 DV 対策基本計画

策定 

平成 25 年  

・日本再興戦略において成長戦略

の中核に「女性の活躍推進」を

位置づけ  

・ストーカー行為等の規制等に関

する法律改正  

・配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律改正

（平成 26 年施行） 

 

平成 26 年 
・女性が輝く社会に向けた国際シン

ポジウム（WAW！）開催 

・日本再興戦略改訂 2014 におい

て「女性の更なる活躍推進」を

位置づけ  

・女性活躍担当大臣任命  

・すべての女性が輝く社会づくり

本部設置  

・女性のチャレンジ応援プラン 

策定 

・ながさき女性活躍推進フォーラ

ム開催  

・ながさき女性活躍推進会議発足  

・男女共同参画社会に向けての県

民意識調査実施（第５回） 

平成 27 年  

・WAW! 2015（女性が輝く社会

に向けた国際シンポジウム）開

催  

・女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律公布 

・第４次男女共同参画基本計画 

策定  

・一億総活躍国民会議設置 

・ウーマンズジョブほっとステー

ション開設  

・長崎県男女共同参画推進センタ

ー及び情報誌「長崎県男女共同

参画推進センターだより」の愛

称を「きらりあ」に決定 

平成 28 年  
・女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律全面施行 

・ながさき女性活躍推進フォーラ

ム開催  

・第４次長崎県 DV 対策基本計画

策定  

・第３次長崎県男女共同参画基本

計画～ながさき“輝き”プラン

2020～ 策定 

平成 29 年 

・経済・産業分野における女性の活

躍を促進する G20(20 か国・地

域)の会議「W20 サミット」開催

（ドイツ） 
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２ 西海市男女共同参画推進審議会条例 

平成 19年３月 30日西海市条例第９号 

改正：平成 22 年２月５日条例第１号 

 

（設置） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するた

め、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、西海市男女共

同参画推進審議会（以下「審議会」という。）を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を

定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。 

(１) 男女共同参画の調査・研究に関すること。 

(２) 男女共同参画計画の推進に関すること。 

(３) その他男女共同参画社会の推進に関すること。 

（構成） 

第３条 審議会は、委員 10 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の内から市長が任命する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 各種団体の代表 

(３) 事業者の代表 

(４) 公募に応じた者 

(５) 前４号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、会議を統括し会議の議長となる。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員の半数以上で成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

（意見聴取） 

第７条 審議会の会議において、必要と認めるときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴

取することができる。 
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２ 前項の規定により出席した場合には、西海市証人等の実費弁償に関する条例（平成 17年西海市条

例第 40号）の規定により実費弁償を支給する。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償は、西海市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成 17 年西海市条例第 39 号）の規定により支給する。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

（委任） 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 22 年２月５日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 
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３ 西海市男女共同参画推進審議会名簿 

 

 

委員氏名 区分 所属 備考 

榊原 智子 

(１)知識経験を 

有する者 

元長崎県男女共同参画アドバイザー 会長 

今村 昭利 長崎県男女共同参画推進員  

磯田 和司 長崎県男女共同参画アドバイザー  

久田 昭子 

(２)各種団体の代表 

大島「Ｓｏｙ-ｎｅ」 代表 副会長 

今村 幸江 西海市地域婦人会 会長  

小川 清子 西海市社会福祉協議会 事務局次長  

川本 恭子 佐世保人権擁護委員協議会 西海地区部会  

冨田 真也 

(３)事業者の代表 

西海市商工会 青年部長  

半田 雄一 電源開発（株）松島火力発電所 所長代理  

武宮 雄志 司法書士 武宮事務所  

沖田 清美 (４)公募に応じた者 公募  

吉村 美香 

(５)前４号に掲げる

者のほか、市長が

適当と認めた者 

西海市社会教育課 生涯学習班長  

 

事務局 西海市 安全安心課 

 

  



参考資料 

 

４ 西海市男女共同参画推進審議会規則 

平成 19年３月 30日西海市規則第 29 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西海市男女共同参画推進審議会条例（平成 19 年西海市条例第９号）第 10条の

規定に基づき、西海市男女共同参画推進審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（会議の開催通知） 

第２条 審議会の会議を開催しようとするときは、会長は、会議の日時、場所及び付議すべき事件をあ

らかじめ委員に通知しなければならない。 

（委員の欠席届） 

第３条 会議に出席できない事情のある委員は、開会の時刻前までに、会長にその旨を届け出なければ

ならない。 

（会議録） 

第４条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 開会及び閉会に関する事項 

(２) 出席及び欠席委員の氏名 

(３) 会議に付された事件及び内容 

(４) 会議の経過及び結果 

(５) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 

 

附 則 

この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 
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５ 男女共同参画社会基本法 

  平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号  

最終改正 平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号  

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による

差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 
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（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又

は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう

に配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体に

おける政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本

理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含

む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準

じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を

有する。 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければ

ならない。  
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第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画

を公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」とい

う。）を定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共

同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、

及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適

切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による
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差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合に

おける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関と

の情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体

が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の

促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各

大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。 
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3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分

の四未満であってはならない。 

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第

一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会

となり、同一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員とし

て任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同

条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された

男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定

により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。 
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附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公

布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任

期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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６ 長崎県男女共同参画推進条例 

平成１４年３月２５日議決 

平成１４年３月２７日公布 

平成１４年４月１日施行  

 

男性と女性のお互いの基本的人権が尊重され、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている。 

少子高齢化の進展が著しい長崎県においては、課題達成はより緊急なものとなっているが、現状では、

性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会における制度又は慣行は依然として存在し、政策

及び方針の決定過程への女性の参画は未だ不十分と言わざるを得ない状況にある。 

長崎県民が、その地域性や県民性を活かし、社会経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、生きがいと

責任を持って暮らす活力ある豊かな社会を形成していくためには、家庭、職場、学校、地域その他社会

のあらゆる分野において、男女共同参画の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の実現を目指し、県、市町村、県民及び事業者が協働して男女共同参画の

推進に取り組むため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明

らかにするとともに、県の施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的か

つ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  男女共同参画男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、社会的、経済的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2)  積極的改善措置前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3)  セクシュアル・ハラスメント性的な言動により相手方の就業環境その他の生活環境を害し、又は

性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。 

（基本理念） 

第 3 条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又

は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないように配慮されなけれ

ばならない。 
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3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県における政策又は民間の団体にお

ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の

介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立できるようにすることを旨と

して、行われなければならない。 

5 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることから、男

女共同参画の推進は、国際的な協調の下に行われなければならない。 

（県の責務） 

第 4 条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、これを実施するものとす

る。 

2 県は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市町村、県民及び事業者と協働して

取り組むものとする。 

3 県は、第 1項に規定する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進するために必要な体制及び機能

を整備するとともに、財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

（県民の責務） 

第 5 条 県民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、

男女共同参画の推進に積極的に努めるとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男女共同参画の推進に積極的に努め

るとともに、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならな

い。 

2 事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、職業生

活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備

するように努めなければならない。 

 

第 2 章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等 

 

（基本計画の策定） 

第 7 条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参

画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1)  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(2)  前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 
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3 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民の意見を聴くとともに、長崎県男女共

同参画審議会に諮問しなければならない。 

4 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

5 前 2項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（積極的改善措置への協力等） 

第 8 条 県は、市町村、県民及び事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、

助言その他の協力を行うものとする。 

2 県は、その附属機関等における委員を任命し、又は委嘱する場合にあっては、積極的改善措置を講

ずることにより、できる限り男女の均衡を図るものとする。 

（男女の職業生活と家庭及び地域生活の両立の支援） 

第 9 条 県は、男女が共に職業生活における活動と家庭及び地域生活における活動とを両立すること

ができるように支援するものとする。 

（農林水産業及び商工業等自営業の分野における環境整備） 

第 10 条 県は、農林水産業及び商工業等自営業の分野において、男女がその能力を十分に発揮し、適

正な評価を受け、対等な構成員として方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保されるため必

要な環境整備に努めるものとする。 

（民間活動への支援） 

第 11 条 県は、民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する活動に対し、情報の提供その他の必要

な支援を行うものとする。 

（男女共同参画に関する教育及び普及啓発並びに人材養成） 

第 12 条 県は、広報活動の充実を図り、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるととと

もに、学校教育その他あらゆる分野の教育において、男女共同参画の視点に立った教育を行う等男

女共同参画を推進するための措置を講ずるように努めるものとする。 

2 県は、前項に規定する教育及び普及啓発等男女共同参画を推進するための人材を養成するものとす

る。 

（相談等の処理） 

第 13 条 知事は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵

害に関し、県民から相談があった場合は、これを関係機関と連携し適切に処理するものとする。 

2 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について、県民又は事業者から苦情の申し出があった場合は、これを適切に処理す

るものとする。 

3 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、長崎県男女共同参画審議会の意見を聴

くものとする。 

（調査研究） 

第 14 条 県は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な事項及び男女共同参画の進を阻害す

る問題についての調査研究を行うものとする。 
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（事業者への協力依頼） 

第 15 条 県は、男女共同参画の推進に当たり必要があると認められる場合には、事業者に対して、雇

用その他の事業活動における男女共同参画の実態を把握するための調査について、協力を求めるこ

とができるものとする。 

（年次報告） 

第 16 条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び基本計画に基づく施策の実施状況を明らかにする報

告書を作成し、これを公表するものとする。 

 

第 3 章 男女共同参画を阻害する行為の制限 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第 17 条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ってはならない。 

3 家庭内等において、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為を行って

はならない。 

（性別による権利侵害があった場合の措置） 

第 18 条 県は、前条の規定に違反する行為があったと認められる場合は、当該行為をした者に対し、

差別的取扱いの改善その他必要な措置を講ずるように指導を行うことができるものとする。 

2 県は、前条の規定に違反する行為があったと認められるときは、当該行為の被害者を救済するため

に必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（公衆に表示する情報に係る制限） 

第 19 条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担意識を助長するような

表現その他の男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないように努めなければな

らない。 

 

第 4 章 長崎県男女共同参画審議会 

 

（長崎県男女共同参画審議会） 

第 20 条 男女共同参画の推進に関する重要事項について、知事の諮問に応じて調査審議するため、長

崎県男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画に関する事項について、知事に意見を

述べることができる。 

3 審議会は、委員 20人以内で組織する。 

4 委員は、男女共同参画の推進に関して識見を有する者のうちから知事が任命する。 

5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10 の 4 未満であってはならない。 

6 委員の任期は 2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

7 委員は、再任されることができる。 
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8 第 2項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に

定めるものとする。 

 

第 5 章 雑 則 

 

（規則への委任） 

第 21 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとす

る。 

 

附 則 

 

この条例は、平成 14年 4 月 1 日から施行する。 
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７ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

 

平成 13 年 4 月 13 日法律第 31 号 

最終改正 平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身

に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第 28 条の２において「身体に対する暴力等」と総称

する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等

を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事

実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
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第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関

する基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」という。）を定

めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市

町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事 

 項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 
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２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。 

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこ

と。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

6 号、第５条及び第８条の３において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこ

と。 

(4) 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度

の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の

援助を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その

他の援助を行うこと。 

４ 前項第 3 号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

第３章 被害者の保護 

 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章

において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察

官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に

通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法 （明治 40年法律第 45号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前２項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 
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４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病

にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利

用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について

説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和 29

年法律第 162号）、警察官職務執行法 （昭和 23年法律第 136号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第 15 条第３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受け

ている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、

その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規

則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法 （昭和 26 年法律第 45号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福

祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭和 25 年法律第 144 号）、児童福祉法 （昭和 22年法

律第 164号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法 （昭和 39年法律第 129号）その他の法令の定

めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関そ

の他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連

携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出

を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第４章 保護命令 

 

（保護命令） 

第 10 条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配
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偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第 12条第１項第 2 号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第 3 号及び第 4号並びに第 18 条第１項におい

て同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第 2 号に掲げる事項につ

いては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

(1) 命令の効力が生じた日から起算して 6 月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠として

いる住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して 2 月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去す

ること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第 1号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して 6

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後 10 時から午前 6 時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を

害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに

第 12 条第１項第 3 号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年

の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要がある
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と認めるときは、第１項第 1 号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の

申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して６月を経過する日

までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項におい

て同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就

学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとす

る。ただし、当該子が 15 歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び

次項並びに第 12条第１項第 4号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又

は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第１項第 1号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して 6月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所にお

いて当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所

の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の 15歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同

意（当該親族等が 15歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）

がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第 11 条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在地 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第 12 条 第 10 条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者

から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める

に足りる申立ての時における事情 

(3) 第 10条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 
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(4) 第 10条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第 5 号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合

には、申立書には、同項第 1 号から第 4号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法 （明治 41 年法律第 53 号）第 58 条ノ２第１項の認証を受けたものを添付しな

ければならない。 

（迅速な裁判） 

第 13 条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第 14 条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達すること

ができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第 12 条第１項第 5 号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該

配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護

を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定に

より書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第 15 条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を

経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は

援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第 12 条第１項第 5 号イか

らニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及び

その内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記
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載された配偶者暴力相談支援センターが 2 以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第 16 条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることに

つき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生

ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、

原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第 10 条第１項第 1 号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第２項から第４項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第 10条第１項第 1 号の規定による命令を取り消す場合において、同条第２項から第

４項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第３項若しくは第４項の規定により

その効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やか

に、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第 17 条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第 10 条第１項第 1号又は第２項から第４項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して 3 月を経過した後に

おいて、同条第１項第 2号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して 2

週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申

立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第 10 条第１項第 1 号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第 15 条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について準用する。 

（第 10 条第１項第 2 号の規定による命令の再度の申立て） 

第18条 第10条第１項第2号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定によ

る命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転

居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力
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が生ずる日から起算して 2 月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができない

ことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、

当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著し

い支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第 12 条の規定の適用については、同条第１項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第 1 号、第 2 号及び第 5号に掲げる事項並びに第 18条第

１項本文の事情」と、同項第 5号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第 1 号及び第 2号に掲

げる事項並びに第 18条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第 1号から第 4号までに掲

げる事項」とあるのは「同項第 1 号及び第 2号に掲げる事項並びに第 18条第１項本文の事情」

とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第 19 条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しく

は謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求すること

ができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出

す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでな

い。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第 20 条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第 12条第２項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第 21 条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反

しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第 109号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第 22 条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則

で定める。 

 

第５章 雑則 

 

（職務関係者による配慮等） 

第 23 条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている

環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の

確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 
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第 24 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及

び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第 25 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の

更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進

並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第 27 条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲

げる費用を除く。） 

(2) 第３条第３項第 3号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

2 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第 28 条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、

同項第 1 号及び第 2号に掲げるものについては、その 10分の 5 を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の 10 分の 5以内を補助することができる。 

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第 3 号及び第 4 号に掲げるもの 

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第 28 条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係に

おける共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する

暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き

続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合に

おいて、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第 28 条の２に規定する関係にある相

手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

  



参考資料 

 

 

第２条 被害者 被害者（第 28 条の２に規定する関

係にある相手からの暴力を受けた者

をいう。以下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は配偶

者であった者 

同条に規定する関係にある相手又は

同条に規定する関係にある相手であ

った者 

第 10 条第１項から第４項まで、第

11 条第２項第 2 号、第 12 条第１

項第1号から第4号まで及び第18

条第１項 

配偶者 第 28 条の２に規定する関係にある

相手 

第 10 条第１項 離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消

された場合 

第 28 条の２に規定する関係を解消

した場合 

 

第６章 罰則 

 

第 29 条 保護命令（前条において読み替えて準用する第 10条第１項から第４項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処す

る。 

 

第 30 条 第 12 条第１項（第 18 条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第 28

条の２において読み替えて準用する第 12条第１項（第 28条の２において準用する第 18条第２

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記

載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して 6 月を経過した日から施行する。ただし、第２章、第６

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第 27条及び第 28 条の規定は、平成 14 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成14年３月31日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関し

て相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る

事件に関する第 12 条第１項第 4 号並びに第 14条第２項及び第３項の規定の適用については、こ

れらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 
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（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後 3 年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

 

附 則 （平成 16 年 6 月 2 日法律第 64 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して 6 月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第 10 条の規定による命令の申立てに係る同条の

規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第10条第2号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律に

よる改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第

10 条第１項第 2 号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）が

あった場合における新法第 18 条第１項の規定の適用については、同項中「2 月」とあるのは、「2

週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後 3 年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成 19 年 7 月 11 日法律第 113 号） 抄 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して 6 月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第 10 条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件につ

いては、なお従前の例による。 

 

附 則 （平成 25 年 7 月 3 日法律第 72 号） 抄 

 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して 6 月を経過した日から施行する。 

 

附 則 （平成 26 年 4 月 23 日法律第 28 号） 抄 
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（施行期日） 

第１条 この法律は、平成 27 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(1) 第１条中次世代育成支援対策推進法附則第２条第１項の改正規定並びに附則第４条第１項及び第

２項、第 14条並びに第 19 条の規定 公布の日 

(2) 第２条並びに附則第３条、第７条から第 10条まで、第 12 条及び第 15 条から第 18 条までの

規定 平成 26 年 10 月１日 

（政令への委任） 

第 19 条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
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８ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 

平成 27 年 9 月 4 日法律第 64 号 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と

能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」とい

う。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法 （平成 11 年法律第 78 号）

の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並び

に国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の

策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性

の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な

少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏

まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、

職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、

性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対

して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その

他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活

躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業

生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環
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境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。 

 

第２章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ

一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向 

(2) 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

(3) 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけ

ればならない。 

５ 前 2 項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策につい

ての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

第３章 事業主行動計画等 

 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に規

定する一般事業主行動計画及び第 15条第１項に規定する特定事業主行動計画（次項において「事
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業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を

定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となるべきも

のを定めるものとする。 

(1) 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項 

(3) その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第２節 一般事業主行動計画 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する労

働者の数が 300 人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一

般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数

の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他のその事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進す

るために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならな

い。この場合において、前項第(2)号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者に占める女性労

働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令

で定めるところにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業

主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が 300人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。 
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８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定

め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づ

き、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第 10 条 前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第 20 条第１項において「認定一般事業主」とい

う。）は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは

通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定

める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付し

てはならない。 

（認定の取消し） 

第 11 条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定を

取り消すことができる。 

(1) 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

(2) この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

(3) 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第 12 条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者

の数が 300 人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団

体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を行

わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職

業安定法（昭和 22 年法律第 141号）第 36条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中

小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般

社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当する

ものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、その申請に基

づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合

する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 
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４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定める

ところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令

で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第 37条第２項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第５条の３

第１項及び第３項、第５条の４、第 39 条、第 41 条第２項、第 48条の３、第 48 条の４、第

50 条第１項及び第２項並びに第 51条の２の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第 40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者に対する報酬の供与について、同法第 50 条第３項及び第４項の規定はこの項において準用する

同条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第

37 条第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第 12条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第 41 条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と

読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第 36条第２項及び第 42条の２の規定の適用については、同法第 36 条第２項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外

の者に与えようとする」と、同法第 42条の２中「第 39 条に規定する募集受託者」とあるのは「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64 号）第 12 条第４項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び援助の実施状況について報告を求

めることができる。 

第 13 条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事

業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当

該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るもの

とする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第 14 条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業主行動計画を策定しようとする一

般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労

働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第３節 特定事業主行動計画 

第 15 条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特定

事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業

主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画

をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 計画期間 

(2) 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標 



参考資料 

 

(3) 実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるとこ

ろにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生

活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合におい

て、前項第 2 号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数

の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用

いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも 1 回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しな

ければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定め

られた目標を達成するよう努めなければならない。 

 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 16 条 第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営

み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活

躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。 

２ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又

は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関

する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第 17 条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の

職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定

期的に公表しなければならない。 

 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 

（職業指導等の措置等） 

第 18 条 国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業

の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
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２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職業生活

を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介そ

の他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施することができ

るものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、

当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第 19 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援するために必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第 20 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融

公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は

物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主その他の女性の職業生活にお

ける活躍に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良

な一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な

施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を

実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心と理解を

深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第 22 条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外における女性

の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第 23 条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事務及び事

業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第 18 条第

１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る

事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域に

おいて女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第 18 条第３項の規定による事

務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として

加えることができる。 

(1) 一般事業主の団体又はその連合団体 

(2) 学識経験者 



参考資料 

 

(3) その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互の

連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表

しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第 24 条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第 25 条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第 26 条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第８条第１項に規定す

る一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（権限の委任） 

第 27 条 第８条から第 12 条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第 28 条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第６章 罰則 

 

第29条 第12条第５項において準用する職業安定法第41条第２項の規定による業務の停止の命令

に違反して、労働者の募集に従事した者は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

第 30 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 18条第４項の規定に違反した者 

(2) 第 24条の規定に違反した者 

第 31 条 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 12条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 

(2) 第 12条第５項において準用する職業安定法第 37 条第２項の規定による指示に従わなかった者 

(3) 第 12条第５項において準用する職業安定法第 39 条又は第 40条の規定に違反した者 

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 10条第２項の規定に違反した者 

(2) 第 12条第５項において準用する職業安定法第 50 条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をした者 
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(3) 第 12条第５項において準用する職業安定法第 50 条第２項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第 33 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第 29条、第 31 条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第 34 条 第 26 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処す

る。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７条を除く。）、第５章（第 28条を

除く。）及び第 6 章（第 30 条を除く。）の規定並びに附則第５条の規定は、平成 28年４月１日か

ら施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成 38 年３月 31 日限り、その効力を失う。 

２ 第 18 条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密

については、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第 24 条の規定（同

条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第１項の規定にかかわ

らず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後 3 年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 
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９ 女性のための相談窓口等 

 

●西海市 

西海市 市民課 
TEL 0959-37-0164 

URL 西海市 HP http://www.city.saikai.nagasaki.jp/ 

 

●長崎県 

長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター 

（婦人相談所兼配偶者暴力相談支援センター） 

TEL 
095-846-0560（婦人相談所） 

095-846-0565（配偶者暴力相談支援センター） 

URL 
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken 

/gosodanmadoguchi/josei-gosodanmadoguchi/ 

長崎県佐世保こども・女性・障害者支援センター 

（配偶者暴力相談支援センター） 

TEL 0956-24-5125 

URL 
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken

/shakaihukushi/haibousenta/ 

長崎県男女共同参画推進センター 

TEL 095-822-4730 

URL 
http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo

/danjokyodosankaku/senter/ 

 

●長崎県警 

県警本部ストーカー・DV 相談 TEL 
095-820-0110 

（内線 3043 または 3044） 

県警本部性犯罪被害相談電話 110 番 TEL 0120-110874 

 

●民間団体 

NPO法人 DV防止ながさき 女性ほっとライン 
TEL 

095-832-8484 

・月曜日 午後 1 時～5 時・午後 7 時～9 時 

・水曜日 午後 1 時～5 時・午後 7 時～9 時 

・土曜日 午後 1 時～5 時 

080-2794-8022 

・火曜日 午後 5 時～8 時 

URL https://www.no-dv-nagasaki.net/ 
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１０ 第２次男女共同参画基本計画 各施策担当課 連絡先 

 

西海市役所 総務課 TEL ０９５９－３７－００１１ 

西海市役所 政策企画課 TEL ０９５９－３７－００６３ 

西海市役所 商工観光物産課 TEL ０９５９－３７－００６４ 

西海市役所 市民課 TEL ０９５９－３７－０１６４ 

西海市役所 健康ほけん課 TEL ０９５９－３７－００６７ 

西海市役所 福祉課 TEL ０９５９－３７－００６９ 

西海市役所 こども課 TEL ０９５９－３７－００２９ 

西海市役所 長寿介護課 TEL ０９５９－３７－００２４ 

西海市役所 農林課 TEL ０９５９－３７－００７０ 

西海市役所 水産課 TEL ０９５９－３７－００６６ 

西海市役所 農業委員会事務局 TEL ０９５９－３７－００８０ 

西海市教育委員会 学校教育課 TEL ０９５９－３７－００７８ 

西海市教育委員会 社会教育課 TEL ０９５９－３７－００７９ 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次西海市男女共同参画基本計画 

平成30年3月 

発行 西海市 総務部 安全安心課 

 

〒857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222 

TEL :0959-37-0028（直通） 

FAX :0959-23-3101 
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